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本日の内容
1. 「学校において予防すべき感染症の解説 令和５年度
改定 追補版」及び「学校における結核対策マニュアル 
令和７年度改定」（新規）

2. 健康診断

3. 健康観察

4. 疾病の管理と予防

5. 健康相談及び保健指導

6. これからの養護教諭
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学校において予防すべき感染症の解説 令和５年度改定 追補版

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/282

令和６年３月
日本学校保健会

令和８年３月 日本学校保健会

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/282


１．感染症法における主な感染症（一類～五類感染症）
• 令和７年４月から、「急性呼吸器感染症」が感染症法上の５類感染症に位置付けられ一

覧に追記している。急性呼吸器感染症とは、急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、
喉頭炎）又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体による症候群の
総称で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球
菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれる。

• なお、学校保健安全法施行規則における感染症の分類（第一種～第三種）及び出席停
止の期間の基準に変更はない。

「学校において予防すべき感染症の解説 令和５年度改定追補版」のポイント

【参考】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）
（平成十年法律第百十四号）における主な感染症（一類～五類感染症）

感染症類型 感染症の疾病名等 実施できる措置等

五類 【法で規定】
インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感
染症を除く。）・・・・

【省令で規定】
アメーバ赤痢、RSウイする感染症、・・・急性呼吸器感染症
（インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ
等感染症を除く。）、・・・

• 国民や医療関係者
への情報提供
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２．５種混合ワクチンについて
• 令和６年４月から、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、インフルエンザ菌感染症の予防とし

て、主に５種混合ワクチン（沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb
型混合ワクチン（DPT‐IPV-Hib）が用いられるようになったことを踏まえ、各項目のワクチン
の欄において追記している。

• Q＆Aにおいて、小学校入学後に受けることができる定期予防接種として記載している。

１．第一種の感染症
９）ジフテリア

２．第二種感染症 ２）百日咳及び４．その他の感染症（第三種の感染症として扱う場合もある）４）イ
ンフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症のワクチン欄においても追記。

＜学校において予防すべき感染症のＱ＆Ａ＞
Q9 小学校入学後に受けることが出来る定期予防接種にはどのようなものがありますか。

小学校入学後に受けることができる定期接種としては、百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・インフルエンザ菌b型
の第１期（７歳半未満）、日本脳炎の第１期（７歳半未満）及び第２期（９歳－13歳未満）、ジフテリ
ア・破傷風の第２期（11歳－13歳未満）、ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症（小学校６年生－高校１
年生相当年齢の女子）があります。・・・

ワクチン
乳幼児期及び学童期に定期予防接種。生後２－90か月未満に沈降精製百日せきジ
フテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン（DPT-IPV-Hib；５種混
合ワクチン）、あるいは、DPT（３種混合ワクチン）を４回接種。標準的には、生後２
－７か月未満に３回接種し、６か月から１年半後に１回追加種。・・・
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３．インフルエンザについて
• 最新の発生状況の追記、潜伏期間の変更、治療の欄に抗インフルエンザ薬「バロキサビル」の

追記、予防法・ワクチンの欄に経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの追記等を行っている。
• Q＆Aにおいて、インフルエンザワクチンの接種量及び接種回数に関して、経鼻弱毒生インフル

エンザワクチンについて追記している。
２．第二種の感染症
１）インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）
・・・しかし、令和４（2022）/令和５（2023）シーズン以降再び流行がみられるようになり、令和６
（2024）/令和7（2025）シーズンは現行報告体制となった平成11（1999）年以降最大の報告数の
ピークが観察された。

＜学校において予防すべき感染症のＱ＆Ａ＞
Q１ インフルエンザワクチンの接種量及び接種回数は年齢によって違うのでしょうか。
・・・なお、鼻腔内に噴霧する経鼻弱毒生インフルエンザワクチン（２歳以上19歳未満が対象）は、シーズンに１
回接種です。

潜伏期間 １－３日程度
治療 抗インフルエンザウイルス薬（オセルタミビル、ザナミビル、ラニナミビル、ペラミビル、バロキサビル

等）を発症48時間以内に投与すると解熱までの期間短縮が期待できる。・・・

予防法・
ワクチン

一般的な飛沫まつ感染対策（マスク、手洗い等）に加えて、インフルエンザワクチン（注射
の不活化インフルエンザワクチン又は経鼻弱毒生インフルエンザワクチン）の接種が有効。
小児では任意接種であり生後６か月から接種可能（ただし、経鼻弱毒生インフルエンザワ
クチンは2歳以上19歳未満が対象）。・・・
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４．百日咳について
令和７年の流行や薬剤耐性菌の出現を受け、発生状況の追記、潜伏期間の変更、治療の

欄に耐性菌の出現及び有効な抗菌薬の追記を行っている。

２．第二種の感染症
２）百日咳

・・・令和７（2025）年は現行の感染症法に基づく全数報告サーベイランスが行われるようになった平成30
（2018）年以来最大規模で全国的に流行した。治療第一選択薬であるマクロライド系抗菌薬に耐性のある百
日咳菌が各地で確認され、その拡大が懸念されている。

潜伏期間 主に７－10日程度

治療
抗菌薬。マクロライド系抗菌薬が通常用いられるが、マクロライド耐性百日咳せき菌の
出現が確認されており、その場合はスルファメトキサゾール・トリメトプリム（ST合剤）が
有効である。
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５．風疹について
潜伏期間の変更、参考において風しんの排除認定（令和７年９月25日付）及びワクチン偏

在に伴うキャッチアップ接種の期間延長（令和９年度末まで）に関する情報を追記している。

２．第二種の感染症
５）風しん

【参考】近年の風しん発生動向
・・・ 「風しんに関する特定感染症予防指針」に基づき、早期に先天性風しん症候群の発生をなくすとともに、令和
２（2020）年度までに風しんを排除することが目標とされてきた。令和７（2025）年９月25日付けで、我が
国はWHO西太平洋地域事務局により風しん排除の認定を受けたものの、平成25（2013）年の流行後も、
30代後半－50代男性には風しんに対する免疫を持たない人が多数残っており、これらの人々が風しんに対する免
疫を獲得しなければ、同様の全国流行が発生することが危惧される。これに対し、MRワクチンの定期接種は、第１
期（生後12月から生後24月に至るまでの間にある者）、第２期（５歳以上７歳未満の者であって、小学校
就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの）であるが、昭和37
（1962）年４月２日－昭和54（1979）年４月１日生まれの男性で、令和６年度末までに抗体検査を
実施した結果、風しんの抗体が不十分であった対象者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由に令
和７（2025）年３月まで実施されていた風しん第５期定期接種に基づくワクチンの接種ができなかったと市町
村長が認める場合、令和７（2025）年４月１日から令和９（2027）年３月31日までの２年間、接種対
象期間を超えて定期接種として接種が可能とされている。詳細は厚生労働省ホームページ等を参照された
い。・・・

潜伏期間 14－21日（平均16－18日）
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６．その他の感染症について
「水痘」、「腸チフス、パラチフス」及び「RSウイルス感染症」について、以下のような追記等を行っ

ているとともに、その他の感染症についても最新の発生状況の追記や潜伏期間の変更等を行って
いる。
２．第二種の感染症
６）水痘：診断の欄に迅速抗原検査とPCR検査の追記

３．第三種の感染症
４）腸チフス、パラチフス：予防法・ワクチンの欄に国内でも腸チフスのワクチンが接種可能となったことの追記

４．その他の感染症（第三種の感染症として扱う場合もある）
７）RSウイルス感染症：潜伏期間の変更、予防法・ワクチンの欄にモノクローナル抗体の追記等

診断 臨床症状により診断されるが、確定のためには血液での抗体検査や水疱ほうぬぐい液を
用いた迅速抗原検査、ウイルス遺伝子PCR検査、ウイルスの分離等を行う。

予防法・
ワクチン

手洗いの励行、消毒（トイレ等）、及び食品加熱と食品を良く洗うこと。流行国では、生
水、氷、生の魚貝類、生野菜、カットフルーツ等の飲食を避ける。海外渡航者にワクチンを
投与することがあり、国内でも、令和７（2025）年６月から腸チフスに対するワクチンが
接種可能となった。

潜伏期間 ２－８日（通常４－６日）
予防法・
ワクチン

60歳以上、妊婦（母体からの移行抗体によって、出生後の新生児、乳児のRSウイルス感
染症を予防する）及び50歳以上のハイリスク者を対象としたワクチンは薬事承認されている
が、小児期に接種するワクチンはない。
一方、RSウイルスに対するモノクローナル抗体については、従来のパリビズマブ（流行期
月１回筋注）に加えて、ニルセビマブ（流行期に１回筋注）が使用可能となり、保険
適用の対象は限られるものの、どちらも発症予防と軽症化が期待できる。 9
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学校における結核対策マニュアル 令和７年度改定

平成24年３月
文部科学省

令和８年３月 日本学校保健会https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281


「学校における結核対策マニュアル 令和７年度改訂」 のポイント
１．小・中学校の児童生徒に対する定期健康診断における結核の検査の流れ

問診から事後措置までの基本的な流れに変更はなく、わかりやすいようにレイアウトを変更してい
る。
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２．問診票について
問診項目（６項目）に変更はな

いが、 ④高まん延国での居住歴につ
いて、「6か月以上」と記載していたとこ
ろを「過去３年以内に通算６か月以
上」と明記している。

なお、これまで様式例集において、
単独の問診票を使用する場合及び
保健調査票に組み入れる場合のそれ
ぞれの様式例を示していたが、今回、
結核の検査の問診項目（６項目）
の例のみ示しており、これを参考に、引
き続き、地域や学校の実態に即したも
のを作成・使用されたい。

「学校における結核対策マニュアル 令和７年度改訂」のポイント
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３．問診項目への対応について
過去３年以内に通算６か月以上の高まん延国の居住歴のある児童生徒については、入学時

又は転入時の１回、精密検査の対象としているが、入国前結核スクリーニングを受け日本に入
国した場合であって、有効な「結核非発病証明書」を入学時又は転入時に確認できる場合、
精密検査は省略することができることとする。

なお、現時点で、「結核非発病証明書」の有効期間は胸部X撮影の実施日から原則180日
（条件により有効期間が90日間となる場合がある。）とされている。

今後、入国前結核スクリーニングについて、「結核非発病証明書」の有効期間を含め、見直し
が行われる可能性もあり、入国前結核スクリーニングの詳細や最新の情報については厚生労働
省のホームページを参照されたい。

＜問診項目への対応＞
①～③（略）
④ 高まん延国での居住歴
過去３年以内に通算６か月以上の高まん延国での居住歴のある児童生徒は入学時又は転入時の１回、精密検査

の対象とする。ただし、当該児童生徒が入国前結核スクリーニングを受け日本に入国した場合であって、有効な「結核非発
病証明書」を入学時又は転入時に確認できる場合、精密検査は省略することができる。なお、「結核非発病証明書」の
有効期間は胸部Ｘ線撮影の実施日から原則180日間（条件により有効期間が90日間となる場合がある。）とされてい
ることに留意する。
なお、高まん延国の具体については、「学校において予防すべき感染症の解説」（公益財団法人日本学校保健会）等

を参照するとともに、入国前結核スクリーニングの詳細や最新の情報についても厚生労働省のホームページ等を確認された
い。
⑤～⑥（略）
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４．問診項目に該当した場合の追加質問事項と対応
過去３年以内に通算６か月以上の高まん延国の居住歴のある場合については、

• 入国前結核スクリーニングを受け、結核非発病証明書を持っているか
• 入学時又は転入時において、結核非発病証明書が有効であるか
を確認し、いずれも該当する場合は経過観察とする。該当しない場合には、
• 来日（又は帰国）後、精密検査を受けたか
を確認し、精密検査を受けている場合は経過観察とするが、受けていない場合は精密検査の
対象とする。
上記を踏まえ、フローチャートの修正も行っているので、併せて参照されたい。

＜問診項目に該当した場合の追加質問項目と対応＞
①～③（略）
④ 過去３年以内に通算６か月以上の高まん延国居住歴「あり」の場合
追加質問 「来日前に医療機関にて結核の検査（入国前結核スクリーニング）を受け、結核非発病証明書を持っている

か。また、入学時又は転入時において、結核非発病証明書が有効（※）であるか。」
（イ）「 はい（入国前結核スクリーニングを受け、入学時又は転入時に有効な結核非発病証明書を確認できる）」の場

合：学校では「慎重な経過観察」
（ロ）「いいえ」の場合：追加質問 「 来日（又は帰国）後、精密検査を受けたか。」

（ⅰ）「はい」の場合：学校では「慎重な経過観察」
（ⅱ）「いいえ」の場合：精密検査の対象

※ 結核非発病証明書の有効期間は、胸部Ｘ線撮影の実施日から原則180日間とされている。入国前結核スクリーニ
ングの詳細や最新の情報について、厚生労働省のホームページ等も確認する。

⑤（略）
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５．精密検査について
検査方法について、これまで①胸部X線検査、②ツベルクリン反応、③クォンティフェロン（QFT）

を候補として挙げていたが、最新の知見や実態を踏まえ、①胸部X線撮影、②IFN-γ遊離試験
（IGRA）を候補としている。実施方法としては、胸部X線のみの実施、又はIFN-γ遊離試験
（IGRA）で胸部Ｘ線撮影対象者を絞り込みを行い、陽性の場合のみ胸部Ｘ線撮影を実施す
ることが考えられる。
検査方法         
•  肺結核の病変の有無を確認する胸部Ｘ線撮影、感染の有無を
調べるインターフェロンγ（IFN-γ）遊離試験（IGRA）が候補
として考えられる。なお、ツベルクリン反応（ツ反）については、従
前、感染診断のために使われてきたが、感度(※１)は高いものの、
日本及び周辺の高まん延国におけるBCG接種率が高く、特異度
(※２)は低いため、2歳以上の人には通常使われない。

① 胸部Ｘ線撮影
 肺結核は感染性を有する可能性があることから、病変の有無を確認
するために実施する必要がある。
② IFN-γ遊離試験（IGRA）
IGRAは結核に感染しているか否かを判別するための検査であるが、

結果が陽性であっても結核の発病や感染性を示すわけではない。精密
検査としてIGRAを選択するかどうかについて一定の見解は得られてい
ない。患者が発生した後の接触者健診の結果としてIGRA陽性であっ
た場合には、発症リスクが高いので。可能な限り潜在性結核感染症治
療を行うべきと考えられている。一方、結核高まん延国の中では小児の
罹り患率はそれほど高くないこともあり、患者との接触がない者において
IGRA陽性となった場合、過剰な治療を強いることを避けるため治療の
実施は慎重であるべきとの考え方もある。
※１ 感度：疾患（感染）のある人の中で陽性の結果が得られる割合
※２ 特異度：疾患（感染）のない人の中で陰性の結果が得られる割合

実施方法              
以下の実施方法が考えられる。
① 胸部Ｘ線撮影のみの実施
病変の有無を確認するために行う。
（イ）異常なし：追加の対応不要（通常の健康観察の実施）
（ロ）その他：医療機関受診（更なる精査）
② IFN-γ遊離試験（IGRA）の実施
結核に感染しているか否かを判別し、胸部Ｘ線撮影対象者を絞り込む
ために行う。陰性の場合、胸部Ｘ線撮影による放射線被曝ばくを避ける
ことができる。なお、１回の胸部Ｘ線撮影による被曝ばく線量は１年間
に受ける自然放射線による被曝ばく線量と比べるとわずかとされる。
（イ）陰性：追加の対応不要（通常の健康観察の実施）
（ロ）陽性：胸部Ｘ線撮影を実施

（ⅰ）異常なし：医療機関受診
（潜在性結核感染症として治療を検討）

（ⅱ）その他：医療機関受診（更なる精査）
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６．Q＆A
Q＆Aについても見直しを行っており、特に入国前結核スクリーニングを受け日本に入国し、結核

非発病証明書を持っていたものの、有効期限が過ぎていた場合の対応について、この場合は「結
核非発病証明書」が有効ではない（又は有効と確認できない）ため、精密検査の対象となること
を記載している。
なお、高まん延国に該当する国については、今後、更新が想定されるため、本マニュアルには記載

しておらず、当面は『学校において予防すべき感染症の解説』を参照されたい。

Q４
高まん延国に過去３年以内に通算６か月以上居住していた児童生徒が、入国前結核スクリーニングを

受け日本に入国し、日本国内の学校に転入する際、「結核非発病証明書」を持っていましたが、有効期
間を過ぎていました。その場合、どのように対応すべきでしょうか。

回答
入学時又は転入時、過去３年以内に通算６か月以上の高まん延国での居住歴のある場合、精密検

査の対象とされますが、当該児童生徒が入国前結核スクリーニングを受け日本に入国した場合であって、
有効な「結核非発病証明書」を確認できる場合、精密検査は省略することができます。その一方で、「結
核非発病証明書」の有効期間は、胸部Ｘ線撮影の実施日から原則180日間（条件により有効期間が
90日間となる場合があります。）とされているところ、入学時又は転入時においてこの有効期間を過ぎてい
る場合（又は有効期間が不明の場合）には、「結核非発病証明書」が有効ではない（又は有効と確認
できない）ため、精密検査の対象となると考えられます。「結核非発病証明書」を含め入国前結核スクリー
ニングの詳細や最新の情報については、厚生労働省のホームページ等での確認をお願いします。
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「学校における結核対策マニュアル 令和７年度改訂」のポイント



スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定
健診医療機関において胸部Ｘ線撮影等を受け、結核を発病していないことを証明する資料
の提出を求める制度である。

入国前結核スクリーニングの実施について①

入国前結核スクリーニングとは

• 原則として、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割
合を占める国フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国※１の国籍
を有し、日本に中長期在留者※２（再入国許可を有する者を除く）並びに特定活動告示
第53号及び54号（デジタルノマド及びその配偶者又は子）として入国・在留しようとする
者である。

• ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以
外の国又は地域であることが確認された場合は対象外とする。

対象者

17

※１ 現時点で、フィリピン、ネパール、ベトナムは開始されているが、インドネシア、ミャンマー、中国
の開始時期は未定。

※２ 「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の３に定める者（本邦に在留
資格をもって在留する外国人のうち、①３月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在の
在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資格が決定された者、④①から③までに
準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者）をいう。
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入国前結核スクリーニングの実施方法

出典：入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening（JPETS）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
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入国前結核スクリーニングの流れ
(※1)外国生まれの結核患者の渡航元として報告が多い国々
(※2)留学、就労等、三月を超えて滞在する者
(※3)日本国政府があらかじめ指定

（注）
• 対象国の指定医療機関につ

いては、検査・診療の質を保
つため、対象国内の医療機
関に対して日本国政府があ
らかじめ指定する。

• 医師は問診、診察及び胸部
レントゲン検査を実施し、結
核の疑いがある者に対しては
喀痰検査を実施する。

• 結果は J-IMS（ JPETS情
報管理システム）にアップ
ロードされる。結核を発病し
ていないことを確認した場合
には、結核非発病証明書を
発行する。

出典：入国前結核スクリーニング特設サイト（厚生労働省）
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/



20

本日の内容
1. 「学校において予防すべき感染症の解説 令和５年度
改定 追補版」及び「学校における結核対策マニュアル 
令和７年度改定」（新規）

2. 健康診断

3. 健康観察

4. 疾病の管理と予防

5. 健康相談及び保健指導

6. これからの養護教諭



学校における児童生徒等の健康診断
学校教育の円滑な実施とその成果の確保

に資するとともに、児童生徒等の健康の保持
増進を図る。

目的
 学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて疾病を

スクリーニングし、健康状態を把握する。
 学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てる。

役割

役割

関係
法令

学校保健安全法
第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除く。）の健康診断を行わ

なければならない。
２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
第十四条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運

動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

学校保健安全法施行規則

時期 第五条 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。（後略）

検査
項目

第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 身長及び体重
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 その他の疾病及び異常の有無

健康
診断票

第八条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行ったときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。
４ 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。（後略）

その他
第九条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行ったときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒に
あっては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者に、学生にあっては当該学生に通知する（後略）。

第二十二条 学校医の職務執行の準則は、（略） 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
第二十三条 学校歯科医の職務執行の準則は、（略） 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
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学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当たって留意すべき事項について（事務連絡）
（令和６年９月18日付け文部科学省）

 健康診断の実施時期は、毎学年、６月30日までに行うものとされている。
 学校医等の確保ができないなどのやむを得ない事情がある場合に限り、学校

医等が不在の間、継続して児童生徒等の保健管理を行うために、医療機関
等への委託によって学校医等の代替えとなる医師等を確保することも許容さ
れることとしている。

 学校の設置者は、必要に応じて各地域の医師会等と連携するなど、学校医
の確保に努め、学校医等の確保が困難な場合は医療機関等への委託によっ
て、健康診断を含む保健管理が滞りなく行われるよう適切に対応する。

1. 健康診断の時期及び学校医等の確保について

 健康診断の検査項目は施行規則第６条第１項に規定されているが、地域
や学校の実情に応じて、検査項目以外の項目を加えて実施することも可能
である。

 この場合、学校の設置者及び学校の責任で、その実施の目的等と、義務付
けではないことを明示し、保護者等に周知した上で、保護者等の理解と同意
を得て実施する。

2. 検査項目以外の項目を追加した健康診断の実施について

 健康診断時の児童生徒等のプライバシーの保護等への懸念が指摘される一
方、着衣では正確な検査・診察が困難になる懸念も示されていることから、
「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境
整備について（通知）」（令和６年１月22日付け文科省）を発出した。

 各学校においては、健康診断の実施主体として、通知を改
めて参照し、プライバシーや心情に配慮した対応などについて、
学校医と相談し、共通理解を持った上で、児童生徒等及び
保護者の理解が得られるよう、事前に丁寧な説明を行うなど、
環境整備に努める。

3. 児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断の実施
について

 健康診断は、学校生活の円滑な実施のみならず、児童生徒等の健康の
保持増進を図るために実施されるものであり、不登校等により健康診断を
受けることができなかった児童生徒等に対しても、健康診断を受ける機会
を確保する必要がある。

 各学校においては、当日の欠席や長期欠席など、個別の事情により健康
診断を受けることができなかった場合の対応を検討し、保健だよりや学年
通信等で保護者に事前に周知するなど適切に対応する。

4. 健康診断を受けることができなかった児童生徒等への
健康診断の対応について

 改めてこれまでの通知や事務連絡等の内容について、健康診断の実施に当たって留意すべき事項としてとりまとめた。
 日本医師会と協力して、学校医に健康診断について説明するためのリーフレットを作成した。ポイント

 思春期の女子の月経異常等を早期に発見し、適切な相談や治療につな
げることは、児童生徒等の健やかな成長の観点から重要である。

 「児童生徒等の月経随伴症状等の早期発見及び保健指導等の実施に
ついて（事務連絡）」（令和３年12月13日付け文科省）において示
しているとおり、学校の設置者又は学校においては、保健調査票等に女
子の月経に伴う諸症状について記入する欄を設け、保護者にも、その記
入について注意を促すなどにより、所見を有する児童生徒等を的確に把
握し、健康相談や保健指導を実施したり、必要に応じて産婦人科医への
相談や治療につなげたりするなど適切に対応する。

5. 健康診断における月経随伴症状等の早期発見及び保健指導
等の実施について

 学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実
施計画であり、健康診断に関する項目も必ず盛り込むこととされている。

 健康診断を含む学校保健計画の実施に当たっては、「学校保健法等の
一部を改正する法律の公布について（通知）」（平成20年7月9日付
け）に示しているとおり、学校や学校医等のみならず、保護者や関係機
関・関係団体等との連携協力を図っていくことが重要であり、健康診断に
ついてもその趣旨等を保護者等の関係者に周知し共通理解を図った上で
取り組む。

6. 健康診断と学校保健計画について

事務連絡URL：https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_03.pdf
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https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_03.pdf


学校健康診断実施上の留意点（令和６年９月 日本医師会・文部科学省）

「学校健康診断実施上の留意点」URL：https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_01.pdf
23

https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_01.pdf
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https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_01.pdf


保健教育・保健管理に関する調査報告書
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1. 調査目的
最近の学校保健に対する課題への、よりよい方策を検討するために各学校における保健
教育・保健管理の状況や教育委員会と各学校との連携、学校医等との連携実態を把
握し、諸課題に対する検討資料とするために実施

2. 調査内容
• 保健教育に関するインターネット調査（学校のみ）
• 保健管理に関するインターネット調査（教育委員会及び学校）

3. 調査対象
• 全国の公立小・中・高・義務教育・中等教育・特別支援学校
• 指定都市を含む市区町村教育委員会及び都道府県教育委員会

4. 調査方法
Webアンケート

5. 調査期間
令和7年10月24日〜11月28日

6. 調査回収率
• 学校（保健教育調査） 回答数 22,861   回答率 66.55%
• 学校（保健管理調査） 回答数 21,993   回答率 64.02%
• 都道府県教育委員会  回答数       45   回答率 95.74%
• 市区町村教育委員会  回答数   1,363   回答率 75.70％

出典：令和７年度 保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（令和８年３月 日本学校保健会）
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/287

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/287
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学校 健康診断の検査項目以外の学校独自項目

95.7%

3.2% 1.1%

①ない ②ある 無回答

健康診断の検査項目以外の学校独自項目
（n=22,728）

検査項目以外の項目を実施する場合の保護者への
周知・同意（n=716）

63.4%

16.3%

12.7%

7.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

①保護者に周知をし、同意の有無を
確認した

②保護者に周知はしたが、同意の有
無を確認しなかった

③保護者に周知はしなかった

無回答

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）
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学校 健康診断の実施方法に関する打合せ

87.0%

71.8%

71.7%

83.3%

11.9%

27.1%

27.2%

15.6%

1.1%

1.1%

1.1%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内科健康診断

眼科健康診断

耳鼻科健康診断

歯科健康診断

①打合せを実施した ②打合せを実施することができなかった 無回答

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）

健康診断の実施方法に関する打合せ（n=22,728）
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学校 児童生徒のプライバシー等に配慮した対応に関する打合せ

児童生徒のプライバシー等に配慮した対応に関する打合せ（n=22,728）

88.7%

65.0%

64.9%

74.1%

10.2%

33.9%

34.0%

24.8%

1.1%

1.1%

1.1%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内科健康診断

眼科健康診断

耳鼻科健康診断

歯科健康診断

①打合せを実施した ②打合せを実施することができなかった 無回答

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）
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学校 児童生徒の心情やプライバシーに配慮した対応（事前説明）

66.3%

56.9%

16.6%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

①児童生徒の心情やプライバシーに配慮した対応について説明
を行った

②正確な検査・診察のため必要に応じて、医師が、体操服・下
着やタオル等をめくって視触診したり、体育服・下着やタオル等の
下から聴診器を入れたりする場合があることについて説明を行った

③①及び②について説明を行わなかった

無回答

児童生徒の心情等に配慮した対応についての事前説明について（複数回答）(n=22,728)

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）
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児童生徒の心情やプライバシーに配慮した対応（具体例）

87.4%

95.2%16.4%

54.9%

57.2%

89.6%

43.1%

71.8%

52.3%

45.3%

0.0%

2.0%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①着衣で実施した

②カーテンや衝立で個別のスペースを用意した

③個室を用意した

④診察時に介助人をおいた

⑤診断内容や結果を本人以外に聞かれないようにした

⑥男女別に検査・診察を行った

⑦養護教諭を除き、児童生徒と同性の教職員が立ち会うようにした

⑧会場は待機人数を最小限にし、他の児童生徒に結果等が知られないようにした

⑨着替える場所を用意したり、待機時等は体育服やタオル等で身体を覆ったりした

⑩配慮が必要な場合は、個別に検査の時間や場所を工夫した

⑪特に対応していない

⑫その他

無回答

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）

児童生徒の心情やプライバシーの配慮（複数回答）(n=22,728）

学校



健康診断を受けることができなかった場合の対応（複数回答）
（n=22,728） 
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健康診断を受けることができなかった児童生徒への対応

57.4%
39.1%

1.5% 2.0%

①周知した ②周知しなかった
③その他 無回答

健康診断を受けることができなかった場合
の対応の周知（n=22,728） 

60.2%

62.6%

12.4%

53.3%

16.3%

17.8%

5.1%

3.0%

2.3%

3.6%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

①欠席者にお便りを配布し、健康診断を受けるように促
した

②実施日が複数ある場合は、学校で別日に実施した

③学校医等と相談の上、学校医等の医療機関で受け
た（教職員引率）

④学校医等と相談の上、学校医等の医療機関で受け
た（保護者引率）

⑤予備日を設けた

⑥近隣校で実施する健康診断を受診した

⑦教育委員会が医師会等と協力し、受診体制が整備
されたので、そのことを周知した

⑧特に対応していない

⑨未受診者はいなかった

⑩その他

無回答

学校

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）



健康診断を受けることができなかった児童生徒への対応（複数回答）（n=1,376）
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健康診断を受けることができなかった児童生徒への対応

72.2%

10.7%

12.5%

8.4%

2.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

①各学校に対し、学校医等と相談の上、個別に対応する
よう依頼している

②医師会等と協力し、受診できる体制を整え、学校に周
知している

③特に対応していない

④その他

無回答

教育委員会

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）



地域の関係機関との連携状況（複数回答）（n=1,376） 

地域の関係機関との連携

57.8%

35.4%

42.9%

20.9%

11.5%

3.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

①地域の医師会との間で連携を図っている

②地域の学校保健会との間で連携を図っている

③地域の保健所や保健センターとの間で連携を
図っている

④①～③以外の地域の医療関係者（医療機
関、専門医、主治医）との間で連携を図っている

⑤上記関係機関とは特に連携を図っていない

無回答

32

教育委員会



健康診断に係る事務連絡等

文部科学省URL
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1383847.htm 33

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1383847.htm


児童生徒等の月経随伴症状等の早期発見及び保健指導等の実施について（事務連絡）
（令和３年12月13日付け）

（略）婦人科的診療は健康診断の必須検査項目ではありませんが、児童生徒等が自身の不調を訴えることに心理的な負担を感じたり、心身の
成長や健康に関して十分理解していなかったりすることにより、適切な助言や指導が受けられないことも考えられますので、毎年度定期の健康診断
を実施する際の保健調査票等に女子の月経随伴症状を含む月経に伴う諸症状について記入する欄を設け、保護者にもその記入について注意を
促すなどにより、所見を有する児童生徒等を的確に把握し、健康相談や保健指導を実施したり、必要に応じて産婦人科医への相談や治療につな
げたりするなど、適切に対応いただくようお願いします。（略）

（保健調査票に記入欄を設けている例）

（養護教諭による保健指導の例）

健康課題の把握 ・保健調査票の記入を踏まえ、腹痛で保健室に来室した生徒に声を掛け、症状の詳細を聞く。話の中で、腹痛のほか、過呼
吸や落ち込み等の症状があることを把握。

養護教諭による
保 健 指 導

・保健体育の教科書を使用して、月経の仕組み等を説明。
・月経前１週間～月経時の症状の記録を付けるよう勧める。
・症状の記録を見ながら、月経前に様々な心身の症状があることを理解させ、規則正しい生活、症状がある時の保健室利用
や市販薬を使った対処法などについて指導。

・念のため、体の病気はないか、婦人科への受診を勧める。
保護者への助言 ・生徒への指導内容を伝え、対処に応じた生活ができるよう助言。

（中略）

（中略）

健康診断における月経随伴症状等の早期発見及び保健指導の実施について

34



「月経の正しい理解とその対応」を活用した月経や月経に伴う身体や心の症状に係る理解の推進
について（令和7年5月15日付け 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

35



月経の正しい理解とその対応①

出典：月経の正しい理解とその対応（令和７年３月 日本学校保健会）
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R060050/page.pdf

月経随伴症状等の女性の健康については、児
童生徒をはじめ、誰もが分かりやすい情報の充実
、月経など体の悩みを気兼ねなく産婦人科医等に
相談できる環境の整備、学校関係者の理解の促
進等が求められている。
児童生徒や学校関係者が、月経の仕組み、月
経に関連する諸症状、その対応等を正しく理解で
きる冊子を、公益財団法人日本学校保健会を通
じて作成。
主に中学生・高校生を対象とし、様々な場面で

本冊子を活用し、児童生徒が月経に関する正し
い知識を身に付け、症状や対処方法を理解し、
適切な行動がとれるよう学校等に依頼

目次
1. はじめに
2. 月経とは
3. 月経に伴う身体や心の症状について
4. やせ・激しいスポーツによる無月経について
5. 月経痛を和らげる方法について
6. 月経に関するQ＆A

36
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学校保健計画

37

（学校保健計画の策定等）
第５条
学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健
康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを
実施しなければならない。

学校保健安全法

第二 留意事項
二 学校保健に関する留意事項
(5) 学校保健計画について（第５条）
1. 学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画であり、毎年度、学校の

状況や前年度の学校保健の取組状況等を踏まえ、作成されるべきものであること。
2. 学校保健計画には、法律で規定された①児童生徒等及び職員の健康診断、②環境衛生検査、③児

童生徒等に対する指導に関する事項を必ず盛り込むこととすること。
3. 学校保健に関する取組を進めるに当たっては、学校のみならず、保護者や関係機関・関係団体等と連

携協力を図っていくことが重要であることから、学校教育法等において学校運営の状況に関する情報を積
極的に提供するものとされてることも踏まえ、学校保健計画の内容については原則として保護者等の関
係者に周知を図ることとすること。このことは、学校安全計画についても同様であること。

学校保健法等の一部を改正する法律の公布について（通知）
（平成20年７月９日付け 20文科ス第522号



学校保健計画の作成（学校保健年間計画）

出典：「保健主事のための実務ハンドブック令和２年度改訂」（令和３年３月 日本学校保健会）https://www.gakkohoken.jp/books/archives/24
38
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学校における持続可能な保健管理の在り方に関する調査検討会①

出典：「第１回学校における持続可能な保健管理の在り方に関する調査
検討会」（文部科学省）配付資料
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/199
/index.html

2．実施事項
保健管理に関する以下の課題について、現状把握・分析、

専門的見地からの意見聴取等を行う。
(1) 学校の健康診断の検査の項目の意義やプライバシーへ

の配慮等の実施方法
(2) 保健管理にかかる教職員の負担
(3) 学校医の確保
(4) その他必要な事項

39
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現状等を踏まえた課題及び論点
● 肥満・痩身、生活習慣の乱れ、アレルギー疾患、メンタルヘルスの問題など児童生徒が抱える現代的な健康課
題は多様化・複雑化している。

● こうしたことから、個に応じた継続的な指導・支援の充実が求められている。
● 児童生徒等の健康診断の実施内容や実施方法について、現代的な健康課題への対応のほか、
・ 児童生徒等のプライバシーや心情への配慮
・ 健康診断を受けることができなかった児童生徒等に対する健康診断を受ける機会の確保
等が求められている。

● 養護教諭も含め、中央教育審議会の答申や公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置法（給特法）の改正案等を踏まえ、学校における働き方改革の一層の推進が求められている状況である。

● 医療資源にかかる課題等により学校医等の確保が困難となっている地域がある。

現状等を踏まえ、主な課題として以下の３点が挙げられる。
● 学校における健康診断について、児童生徒等の健康課題の変化、プライバシーへの配慮、学校医等の確保が
困難にある状況、学校における働き方改革等を踏まえた実施項目や実施方法

● 学校における働き方改革が求められている中における、保健管理の実施にかかる教職員の負担軽減
● 学校医等の確保が困難にある状況等も踏まえた、学校における持続可能な保健管理の確保

学校における続可能な保健管理の在り方に関する調査検討会②

出典：「第１回学校における持続可能な保健管理の在り方に関する調査検討会」（文部科学省）配付資料 40



脊柱側弯症について解説した資料

出典：背骨からのSOS、見逃していませんか？（文部科省HP）
https://www.mext.go.jp/content/20260424-
mxt_kenshoku-000049275_1.pdf 41
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事後措置等の学校と医療機関等との連携に係るモデルケース作成事業

出典：事後措置等の学校と医療機関等との連携に関するモデルケース作成事業（令和８年３月 日本学校保健会）
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/285

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/285


脊柱側弯症に関する啓発資料

＜啓発資料＞
〇背骨からのSOS、見逃していませんか？
https://stg.mext.go.jp/content/20260424-
mxt_kenshoku-000049275_1.pdf
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＜手引き・資料集等＞
〇検査機器を用いた脊柱の検査の準備の手引き
https://stg.mext.go.jp/content/20260424-
mxt_kenshoku-000049275_2.pdf

〇検査機器を用いた脊柱の検査に係る体験会
実績報告書

https://stg.mext.go.jp/content/20260424-
mxt_kenshoku-000049275_4.pdf

出典：文部科学省HP
https://stg.mext.go.jp/a_menu/kenko/hok
en/1370005_00008.htm

https://stg.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1370005_00008.htm
https://stg.mext.go.jp/content/20260424-mxt_kenshoku-000049275_1.pdf
https://stg.mext.go.jp/content/20260424-mxt_kenshoku-000049275_2.pdf
https://stg.mext.go.jp/content/20260424-mxt_kenshoku-000049275_4.pdf
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本日の内容
1. 「学校において予防すべき感染症の解説 令和５年度
改定 追補版」及び「学校における結核対策マニュアル 
令和７年度改定」（新規）

2. 健康診断

3. 健康観察

4. 疾病の管理と予防

5. 健康相談及び保健指導

6. これからの養護教諭



健康観察の法的根拠
学校保健安全法
 第9条(保健指導）

養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康
状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題
があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うととも
に、必要に応じ、その保護者（中略）に対して必要な助言を行うものとする。

健康観察

健康観察の目的
• 子供の心身の健康問題の早期発見・早期対応を図る。
• 感染症や食中毒などの集団発生状況を把握し、感染の拡

大防止や予防を図る。
• 日々の継続的な実施によって、子供に自他の健康に興味・

関心をもたせ、自己管理能力の育成を図る。

「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」
（平成21年３月 文部科学省）

出典：「学校保健の課題とその対応～令和２年度改訂～」（令和３年３月 日本学校保健会）
45



健康観察の留意点
• 複数の観察者による観察を行う
• 観察したことを記録・整理し、教職員同士、必要に応じて保護者、関係機関等

との情報を共有する
• 身体的健康だけでなく、メンタルヘルスの視点も含めることが大切

① 感染症及び食中毒などの集団発生の早期発見に役立てる。
② いじめ、不登校傾向、虐待等の早期発見に役立てる。
③ 個々及び集団の健康課題を把握する資料とする。
④ 健康相談及び保健指導につなげる。
⑤ 健康診断の資料とする。
⑥ 家庭訪問時や保護者面談時の資料とする。
⑦ 児童生徒理解のための資料とする。
⑧ 休業中の保健指導計画等の参考資料とする。
⑨ 学校保健計画立案の参考資料とする。  等                     

健康観察結果の活用

健康観察

出典：「学校保健の課題とその対応～令和２年度改訂～」（令和３年３月 日本学校保健会）
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健康観察

子供に現れやすいストレス症状の健康観察のポイント

• 災害や事件・事故発生時における子供のストレス症状の特徴を
踏まえた上で、健康観察を行う。

• 心の症状のみならず、腹痛や頭痛、眠れない、食欲不振などの
身体症状にも注目して行う。

• 健康観察結果を記録に残す。

危機発生時の健康観察のポイント

左）「学校における子供の心のケア～サインを見逃さないために～」（平成26年3月 文部科学省）
右）「子どもの心のケアのために～災害や事件・事故発生時を中心に～」（平成22年7月 文部科学省）

「子供の心のケアのために 保護者用」
（平成27年２月 文部科学省）

体
の
健
康
状
態

• 食欲の異常（拒食・過食）はないか
• 睡眠はとれているか
• 吐き気・嘔吐が続いてないか
• 下痢・便秘が続いてないか
• 頭痛が持続していないか
• 尿の回数が異常に増えていないか
• 体がだるくないか

心
の
健
康
状
態

• 心理的退行現象（幼児返り）が現れていないか
• 落ち着きのなさ（多弁・多動）はないか
• イライラ・ビクビクしていないか
• 攻撃的、乱暴になっていないか
• 元気がなく、ぼんやりしていないか
• 孤立や閉じこもりはないか
• 無表情になっていないか

47



保健室における児童虐待の早期発見の機会と視点
１ 健康観察
• 養護教諭は各学級の健康観察結果を集計・分析し、全校の子供の心身の健康状態を把握し全体に周知させるとともに、

救急処置、健康相談、保健指導、学級担任への連絡など、事後措置の対応を図る中で、個々の子供の異変に気付きや
すい立場にあると言える。

• 毎日の健康観察の集計のみならず、健康状態の変化を把握するために、一週間あるいは１か月といった連続した期間の
動向がわかる記録用紙を作成し、活用することも重要である。

２ 健康診断
• 健康診断は身体計測、内科健康診断や歯科健康診断をはじめとする各種の健康診断等が行われることから、それらを通

して虐待を発見しやすい機会である。

３ 救急処置
• 外傷の部位
• 時間経過に伴う挫傷の色調変化
• 特徴のある外傷所見

出典：子供たちを児童虐待から守るために－養護教諭のための児童虐待対応マニュアル－（平成26年３月 日本学校保健会）
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H250040/data/159/src/H250040.pdf?d=1544101118199

身体測定
耳鼻科健康診断（聴力検査）
眼科健康診断（視力検査）
内科健康診断
歯科健康診断

事後措置状況

発育不良、不潔な皮膚、不自然な傷、あざ 等
外傷の放置、心因性難聴 等
外傷の放置、心因性視力低下 等
不自然な傷・あざ、衣服を脱ぐことや診察を怖がる 等
ひどいう歯、歯の萌出の遅れ、口腔内の外傷（歯の破折や粘膜の損傷等）の放置、口腔内の不衛
生 等
精密検査を受けさせない、何度受診勧告をしても受診させない 等
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朝の健康観察の記入・入力方法学校

78.0%

13.1%

3.8%

2.9%

2.2%

61.6%

7.7%

14.9%

13.2%

2.6%

37.6%

6.8%

8.9%

41.8%

4.8%

82.0%

4.1%

1.3%

10.3%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①担任等が健康状態を聞き取り紙媒体へ記入する

②担任等が健康状態を聞き取り、タブレットなどICT機
器へ入力する

③児童生徒自身が健康状態をタブレットなどICT機器へ
入力する

④その他

⑤無回答

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

出典：令和７年度保健教育・保健管理に関する調査事業報告書（公益財団法人日本学校保健会）

朝の健康観察の記入・入力方法（小学校n=12,001,中学校n=6,168、高等学校n=2,612,
特別支援学校n＝1,947） 
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